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１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年10月15日～12月5日

・調査企業：(一社)日本バルブ工業会 会員企業 184社

会員企業の種別：正会員※111社、賛助会員※ 73社
※正会員⇒バルブの製造メーカ 賛助会員⇒バルブの販売、メンテナンス等

・回答数：91社（94事業所）

・回答率：49.5％

会員種別ごとの内訳

正会員 ⇒回答社数：75 回答率：67.6%

賛助会員⇒回答社数：16 回答率：21.9%
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ①価格の決定方法

【課題を踏まえた今後のアクション】

・65%の企業が多くの仕⼊先(81%以上)と協議を実施し、83%の企業がコスト全
般の価格変動を概ね(81%以上)反映している。

・協議を申し⼊れたのは仕⼊先からが64%と半数以上を占めるため、発注側からも
仕⼊れ先に対して積極的に協議を申⼊れるよう周知を継続する。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ②支払条件
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【課題を踏まえた今後のアクション】

・全て現金払いの企業は60%であり、残り40％の企業は一部または全部の支払い
において手形等が利用されている。

・手形等での支払いにおける支払サイトは約30%の企業で60日を超えている。

・取適法への法改正による手形払いの禁止および物品を受領してから60日以内での
支払いについて、関係官庁より講師を招き工業会内部での研修を開催するなど周
知徹底を進める。





２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ③減額要請

【課題を踏まえた今後のアクション】

減額要請を実施した企業は4%であるが、協議に応じない一方的な代金決定は禁止
されていることを今後も周知していく。
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２．令和７年度フォローアップ調査結果と分析
重点課題に対する取組 ④型取引

【課題を踏まえた今後のアクション】

型取引条件の明確化を実施していない企業が9%存在しており、量産後の型保管費
の支払いについては取引先全社には実施していない又は全く実施していない企業が
52%も存在する。

型取引については勧告事例が多くあり、工業会として会員企業に対し法令順守を継
続して呼び掛けてきたが、適正な取引が完全には実施されていない実態が分かった。
工業会として会員企業に対し引き続き型取引の条件の明確化と保管料の支払等につ
いて周知徹底を行う。
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３．取引適正化に向けた今後の取組
【今後の取組】
会員企業のうち令和4年度に1社が型取引で、令和6年度に1社が型取引及び下請け代
金減額でそれぞれ下請法違反の勧告を受けている。
これをうけ、令和６年１２月に会員企業の適正取引の遵守を⽬的とした委員会（適
正取引推進委員会）を工業会内に設置。工業会役員や主要組織⻑をメンバーとする
ほか、所管官庁、関連団体などもオブザーバーに就任いただき、定期的に委員会を
開催し会員企業の適正取引の周知・徹底のため次の施策を検討している。
令和8年1月に関係法規が改正されたこともふまえ、具体的な取組を次のとおり実施
している。
・工業会主催の取適法、振興法に関する説明会の開催（令和8年1月28日開催）
・工業会の各会合での適正取引、自主行動計画の周知と社内徹底の依頼
・全会員企業を対象とした適性取引に関する階層別の研修会の開催、eラーニング
の受講推進

サプライチェーン全体での取引適正化に向けた取組についても上記説明会での説明
や工業会からの連絡を通じて今後も周知を継続する。
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